
横浜市マンション管理適正化推進計画
～2022年、マンション管理は新時代へ！～



１．横浜市のマンションの現状
２．マンション管理適正化法改正
３．マンション管理適正化推進計画
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1.1 横浜市のマンションの現状①

分譲マンションは、居住世帯のある住宅数の
約４分の１
本市の主要な居住形態の一つ

マンション居住率は、政令市の中で最も高い

注：分譲マンション：持ち家・共同建・非木造・３階以上の専用住宅戸数
資料：総務省「平成30年住宅・土地統計調査」

注：マンション居住率：持ち家・共同建・非木造・３階以上の
専用住宅の戸数を専用住宅総戸数で除して算出
資料：総務省「平成30年住宅・土地統計調査」

【建て方別住宅数】 【マンション居住率の政令市等比較】

共同建

（賃貸マンション等）
61.8万戸

38%

共同建
（分譲マンション）

39.2万戸
24%

一戸建

60.1万戸
36%

長屋建

3.5万戸
2%

住宅数
164.9万戸
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出典：総務省「平成30年住宅・土地統計調査」を加工

築40年以上のマンションは約6.4万戸あり、30年後には約５倍に増加する見込み

約５倍

1.1 横浜市のマンションの現状②

【高経年マンション（築40年以上）の戸数の推計（横浜市）】
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注：持ち家・共同住宅に住む404,600世帯のうち、世帯主年齢
不詳を除く399,600世帯の割合

資料：総務省「平成30年住宅・土地統計調査」

2018（平成30）年時点において、
65歳以上の世帯主の割合が約38％となっている

1.1 横浜市のマンションの現状③
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（参考）市全体では、今後30年程度は65歳以上
が世帯主である世帯が増加する

世帯主の年齢別割合（横浜市） 人口・世帯動態（横浜市）

資料：横浜市政策局「横浜市将来人口推計」（平成29年12月）



1.2 マンションにかかる課題①

資料：国土交通省「平成30年度マンション総合調査」

マンション購入時は共用部分の管理状
況への関心は低く、管理組合活動への
関りが広まらない原因の一つと考えら
れます。

【マンション購入の際の考慮した項目（全国）】
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1.2 マンションにかかる課題②

資料：横浜市「令和元～３年度マンション管理組合実態把握調査」
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高齢化のため役員のなり手が不足している

居住者が管理組合運営に無関心である

空き住戸や賃貸に出される住戸が増えている

集会室など日常的に集まることのできる揚所がない

役員の引き継ぎが適切に出来ていない

専門的知識の不足や作業負担の重さから適切な運営ができていない

修繕積立金不足から計画したとおりの修繕ができない

管理費等の滞納が多く発生している

管理組合の運営が管理会社まかせである

その他

特にない

横浜市でも、居住者の管理組合運営への関心の
低さが課題となっています。

【管理運営に関する課題 (横浜市) 】
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①高経年マンションの急増
②居住者等の高齢化
③マンション管理への関心の低さ

➡管理不全の恐れ

1.3 横浜市の現状 まとめ

資料：国土交通省「マンション管理・再生ポータルサイト」
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適正な維持管理が行われなくなったマンションの例（他都市）



１．横浜市のマンションの現状
２．マンション管理適正化法改正
３．マンション管理適正化推進計画
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2.1 マンション管理適正化法 改正概要①

〇法改正の背景

・今後、高経年マンションの更なる急増が見込まれる

・適正な管理がなされないと、居住者や近隣住民等の
生命・身体・財産に危険を及ぼすおそれがある

・周辺への危害等を防止するための維持管理の適正化が
喫緊の課題である
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2.1 マンション管理適正化法 改正概要②

資料：国土交通省
「マンション管理・再生は新時代へ」
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１．横浜市のマンションの現状
２．マンション管理適正化法改正
３．マンション管理適正化推進計画
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3.1 横浜市マンション管理適正化推進計画の策定プロセス

令和３年５月～
横浜市住宅政策審議会での議論

令和４年１～２月
市民意見募集の実施

令和４年４月
計画策定・公表

検索横浜市 マンション管理適正化推進計画
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3.2 マンション管理適正化推進計画の施策展開の基本的な考え方

 マンションの
再生 

マンションの適正な管理 

視点２ 

管理不全を予

防するための

高経年マンシ

ョンへの能動

的な支援 

視点１ 
 
マンションの管

理状況の把握

の推進 

視点３ 
 

管理組合の主

体的な維持管

理への支援 

マンションの

状況に応じた

再生等の促進 

普及啓発の推進 
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3.3 横浜市のマンション施策体系

日常管理・維持保全 再生計画検討 再生段階

適正化に関する普及啓発

（HP、メール配信、広報等）

マンション・団地再生
コーディネート支援事
業（平成26～）

（まちづくりの専門家派遣）

マンション再生支援事
業（平成16～）

（建替えや大規模改修、住環
境整備等の検討に対する補助

金）

バリアフリー化等
支援事業

（平成20～）
（共用部分のバリアフ

リー化
工事費に対する補助金）

建替促進事業（平成18～）
（建替えに関する設計費や工事費に
対する補助金。モデル的に実施）

サポートセンター事業
（平成17～）

（各区交流会、セミナー）

マンション管理相談
（相談窓口の設置）

マンション登録制度
（平成16～）

（管理状況の登録、情報提供）

実態把握調査
（令和元～）

（昭和58年以前、6戸以上）

耐震化事業
（相談支援、診断費用補

助、
設計・工事費用補助）

管理組合活動活性化支援
（平成30～）

（働きかけによる専門家派遣）

マンション・アドバイザー
派遣支援（平成15～）
（管理組合への専門家派遣）
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制度紹介
リーフレット
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3.4 管理計画認定制度（R4.11月頃開始予定）

■法改正に基づき創設された制度
■マンションが作成した管理計画が基準を満たす場合に、
適切な管理計画を持つマンションとして自治体が認定する

■区分所有者の管理への意識が高く保たれ、
管理水準を維持向上しやすくなる

■適正に管理されたマンションとして、
市場において評価される

■住宅金融支援機構のリフォーム融資の
金利引き下げなどが受けられる

①管理計画認定制度とは

②認定を受けることのメリット
管理計画
認定 市場評価

管理意識の
向上

管理の
適正化

管理計画
認定制度
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3.4 管理計画認定制度 申請の流れ
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3.5 横浜市マンション管理適正化指針
（管理組合が活動する際の基本的な考え方を示すもの）

マンションは横浜市の住宅ストックの４分の１を占め、市民の暮らしに欠かせない生活の
基盤であるとともに、都市や地域社会を形成する重要な要素の一つでもある。
このような社会的意義も踏まえながら、マンションが適正に管理され、マンションにおけ

る暮らしが長期にわたり安全で快適なものとなるよう、国のマンション管理適正化指針を基
本としつつ、特に次の３点を管理において重要な事項と位置づける。

〇管理組合は、マンションの管理の主体として、必要に応じて専門家の活用も検討しなが
ら、主体的に適正な管理に取り組む。

〇区分所有者は、管理の重要性・必要性を十分に認識し、管理組合活動に積極的に関わる。

〇管理組合は、長期的な見通しを持ち、別表に定める助言・指導等の目安及び管理計画認定
の基準に留意しながら適正な運営に努める。
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3.6 管理計画認定制度の認定基準①
管理計画認定の基準
●管理組合の運営
・管理者等及び監事が定められている
・集会（総会）が年１回以上開催されている
●管理規約
・管理規約が作成されている
・管理規約にて下記について定めている（緊急時等における専有部分の立ち入り、
修繕等の履歴情報の保管、管理組合の財務・管理に関する情報の提供）

●管理組合の経理
・管理費と修繕積立金の区分経理がされている
・修繕積立金会計から他の会計への充当がされていない
・直前の事業年度の終了日時点における修繕積立金の三ヶ月以上の滞納額が全体の
１割以内である
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3.6 管理計画認定制度の認定基準②
管理計画認定の基準
●長期修繕計画の作成及び見直し等
・長期修繕計画（標準様式準拠）の内容及びこれに基づき算定された修繕積立金額
が集会（総会）で決議されている

・長期修繕計画の作成又は見直しが７年以内にされている
・長期修繕計画の計画期間が30年以上かつ残存期間内に大規模修繕工事が２回以上
含まれている

・長期修繕計画において将来の一時的な修繕積立金の徴収を予定していない
・長期修繕計画の計画期間全体での修繕積立金の総額から算定された修繕積立金の
平均額が著しく低額でない

・計画期間の最終年度において、借入金の残高のない計画となっている
●その他
・組合員名簿、居住者名簿が備えられており年１回以上内容の確認が行われている
・横浜市マンション管理適正化指針に照らして適切なものである
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①

② ③

④
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～2022年、マンション管理は新時代へ！～
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マンション管理適正化法改正法施行（2022年4月）

横浜市マンション管理適正化推進計画策定
（2022年4月）

管理計画認定制度運用開始（2022年11月頃）



ご清聴ありがとうございました
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